
平成二十一年国土交通省令第三号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規

則を次のように定める。

（長期使用構造等とするための措置）

第一条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第四項第一号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省

令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第三項第一号及び第二号に掲げる住宅の部

分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

２　法第二条第四項第一号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第三項第一号に掲げる住宅の部分（以下

「構造躯体」という。）の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

３　法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由

による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が

定めるものとする。

４　法第二条第四項第三号の国土交通省令で定める措置は、同条第三項第三号に掲げる住宅の設備について、同項第一号に掲げる住宅の部

分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保

全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

５　法第二条第四項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一　住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適

切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが

講じられていること。

二　外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土

交通大臣が定めるものが講じられていること。

（長期優良住宅建築等計画の認定の申請）

第二条　法第五条第一項から第三項までの規定による認定の申請をしようとする者は、第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞ

れ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書（以下「添付図書」と総称する。）を添えて、所管行政庁に提出するものと

する。ただし、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画に応じて、その必要がないときは、同表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき

事項の一部を省略することができる。

図書の種類 明示すべき事項

設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等（建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）第二条第一項第二号に規定する空気

調和設備等をいう。）及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能（同号に規定するエネルギー消費性能をい

う。）の向上に資する建築設備（以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。）の位置並びに配管に

係る外部の排水ますの位置

仕様書（仕上げ表を

含む。）

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差

の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、

設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図 縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置

断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井

の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

２　前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を

当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書

に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

３　第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行

政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

（長期優良住宅建築等計画の記載事項）

第三条　法第五条第四項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

二　法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期

（規模の基準）

第四条　法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とす

る。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積（階段部分の面積を除く。）が四十平方メートル以上であるものとする。

一　一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。）　床面積の合計が七十五平方メートル

（地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積）
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二　共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。）　一戸の床面積の合計（共用部分の床面積を除く。）が五

十五平方メートル（地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積）

（維持保全の方法の基準）

第五条　法第六条第一項第四号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大

臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていることとする。

（認定の通知）

第六条　法第七条の認定の通知は、第二号様式による通知書に第二条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

（法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更）

第七条　法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一　住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

二　法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更

三　前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条

第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更（法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を

受けるよう申し出た場合には、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項（同法第八十七条第一項において準用する場

合を含む。）に規定する軽微な変更であるものに限る。）

（法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請）

第八条　法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更

に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

（変更の認定の通知）

第九条　法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による通知書に前条の申請書の副本及び

その添付図書又は第十一条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

（法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請）

第十条　法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

第十一条　法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を

所管行政庁に提出するものとする。

２　前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

（地位の承継の承認の申請）

第十二条　法第十条の承認を受けようとする者は、第六号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類

（次条において「添付書類」という。）を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

（地位の承継の承認の通知）

第十三条　所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、第七号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添

えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

（記録の作成及び保存）

第十四条　法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

一　法第五条第四項各号に掲げる事項

二　法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

三　法第八条第二項において準用する法第六条第一項（法第九条第二項の規定によりみなして適用される場合を含む。第九号において同

じ。）の規定による変更の認定を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容

四　法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年

月日

五　法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

六　法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

七　法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容

八　第二条第一項に規定する添付図書に明示すべき事項

九　法第八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき

事項

十　長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容（維持保全を委託により他の者に行わせ

る場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。）

２　前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができるものを含む。以下同じ。）に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、

当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。

附　則

この省令は、法の施行の日（平成二十一年六月四日）から施行する。

附　則　（平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号）

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附　則　（平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号）

この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年十月二十日）から施行する。

附　則　（平成二八年二月四日国土交通省令第六号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年九月四日国土交通省令第七五号）

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和

三年四月一日）から施行する。ただし、第一条中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十二条第一項及び第三項並

びに第十三条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号）

（施行期日）
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１　この省令は、令和三年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第一号様式（第二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

（第一面）

認 定 申 請 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

年 月 日

所管行政庁 殿

第１項

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条 第２項 の規定に基づき、長期優良住宅建築等

第３項

計画について認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

（本欄には記入しないでください。）

（注意）

１．この様式において、「一戸建ての住宅」は、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しな

いものに限り、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

います。

２．法第５条第２項の規定に基づく申請にあっては、分譲事業者及び譲受人の両者の氏名又は名

称を記載してください。

３．申請者（法第５条第２項に基づく申請にあっては、分譲事業者又は譲受人）が法人である場

合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

４．法第５条第１項及び第３項の規定に基づく共同住宅等に係る申請にあっては、第三面を申請

に係る住戸ごとに作成し、第一面、第二面及び第四面については、同時に申請する申請書のう

ちいずれかの申請書について作成し、他の申請書についてはこれらの面の作成を省略すること

ができます。

５．法第５条第２項の規定に基づく共同住宅等に係る申請にあっては、第一面及び第三面を申請

に係る住戸ごとに作成し、第二面及び第四面については、同時に申請する申請書のうちいずれ

かの申請書について作成し、他の申請書についてはこれらの面の作成を省略することができま

す。

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

代 表 者 の 氏 名

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名
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（第二面）

長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画

１．建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項

〔建築物に関する事項〕

（注意）

１．【６．建て方】の欄は、該当するチェックボックスに「P」マークを入れてください。

２．【１０．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項の規定による確認申請書を提出して適合審査を受けるよう申し出る場合におい

ては「有」に、申し出ない場合においては「無」に「P」マークを入れてください。

３．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき

事項のすべてが明示された別の書面をもって代えることができます。

【１．地名地番】

【２．敷地面積】 ㎡

【３．工事種別】 □新築 □増築・改築

【４．建築面積】 ㎡

【５．床面積の合計】 ㎡

【６．建て方】 □一戸建ての住宅 □共同住宅等

【一戸建ての住宅の場合：各階の床面積】 階 ㎡ 階 ㎡

【共同住宅等の場合：住戸の数】 建築物全体 戸

認定申請対象住戸 戸

【７．建築物の高さ等】

【最高の高さ】

【最高の軒の高さ】

【階数】 （地上） 階 (地下) 階

【８．構造】 造 一部 造

【９．長期使用構造等に係る構造及び設備の概要】 別添設計内容説明書による

【１０．確認の特例】

法第６条第２項の規定による申出の有無 □無 □有
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（第三面）

〔申請に係る住戸に関する事項〕

（注意）

１．この面は、共同住宅等に係る申請の場合に作成してください。

２．住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せ

て記載してください。

３．【４．当該住戸への経路】の欄は該当するチェックボックスに「P」マークを入れてくださ

い。

４．この面は、住宅性能表示等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関

する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項のすべてが明示された別の書面

をもって代えることができます。

【１．住戸の番号】

【２．住戸の存する階】 階

【３．専用部分の床面積】 ㎡

【４．当該住戸への経路】

【共用階段】 □無 □有

【共用廊下】 □無 □有

【エレベーター】 □無 □有
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（第四面：法第５条第１項又は第２項の規定に基づく申請の場合）

２．建築後の住宅の維持保全の方法及び期間

３．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画

① 建築に係る資金計画

② 維持保全に係る資金計画

４．法第５条第２項の規定による認定を受けようとする住宅の維持保全を行う者

① 維持保全を建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条若しくは第６

５条に規定する団体又は同法第４７条第１項に規定する法人が行う場合、当該団体又は法人の

名称

② 譲受人が建築後の住宅の維持保全を他の者と共同して行う場合、当該他の者の氏名又は名称

５．住宅の建築の実施時期

（注意）

１．３①欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。

２．３②欄には、住宅の修繕に要する費用の年間積み立て予定額を記載してください。

３．共同住宅等に係る申請である場合でも、３①及び②欄とも、一棟に係る費用を記載してくだ

さい。

４．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項のすべ

てが明示された別の書面をもって代えることができます。

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 年 月 日

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 年 月 日
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（第四面：法第５条第３項の規定に基づく申請の場合）

２．建築後の住宅の維持保全の方法の概要

３．住宅の建築に係る資金計画

４．住宅の建築の実施時期

５．譲受人の決定の予定時期 年 月

（注意）

１．３欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。また、共同住宅等に係る申請で

ある場合でも、一棟に係る費用を記載してください。

２．この面は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項のすべ

てが明示された別の書面をもって代えることができます。

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 年 月 日

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 年 月 日
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第二号様式（第六条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第二号様式（第六条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

認 定 通 知 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

認 定 番 号 第 号

認 定 年 月 日 年 月 日

（※） 確 認 番 号 第 号

確 認 年 月 日 年 月 日

建築主事の氏名

殿

所 管 行 政 庁 印

第１項

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条 第２項 の規定に基づき申請のあった長期優

第３項

良住宅建築等計画について、同法第６条第１項の規定に基づき認定しましたので、同法第７条の

規定に基づき通知します。

１．申請年月日

２．申請者の住所

３．認定に係る住宅の位置

４．認定に係る住宅の構造

５．工事種別

（※）は法第６条第４項において準用する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条第

３項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。
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第三号様式（第八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第三号様式（第八条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

変 更 認 定 申 請 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

年 月 日

所管行政庁 殿

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項の規定に基づき、長期優良住宅建築等計画の

変更の認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

第 号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

年 月 日

３．認定に係る住宅の位置

４．当初認定時の工事種別

５．変更の概要

（本欄には記入しないでください。）

（注意）

１．法第５条第２項の規定に基づく申請により認定を受けた場合は、分譲事業者及び譲受人の両

者の氏名又は名称を記載してください。

２．申請者（法第５条第２項の規定に基づく申請により認定を受けた場合は分譲事業者又は譲受

人）が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

代 表 者 の 氏 名

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名

11



第四号様式（第九条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第四号様式（第九条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

変 更 認 定 通 知 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

認 定 番 号 第 号

認 定 年 月 日 年 月 日

（※） 確 認 番 号 第 号

確 認 年 月 日 年 月 日

建築主事の氏名

殿

所 管 行 政 庁 印

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項の規定に基づき申請のあった長期優良住

宅建築等計画の変更について、同条第２項において準用する同法第６条第１項の規定に基づき認

定しましたので、同法第８条第２項において準用する同法第７条の規定に基づき通知します。

１．申請年月日

２．申請者の住所

３．当該変更認定を受ける前の長期優良住宅建築等計画の認定番号

４．認定に係る住宅の位置

５．認定に係る住宅の構造

６．当初認定時の工事種別

（※）は法第６条第４項において準用する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条第

３項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。
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第五号様式（第十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第五号様式（第十一条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

（第一面）

変 更 認 定 申 請 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

年 月 日

所管行政庁 殿

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条第１項の規定に基づき、長期優良住宅建築等計画の

変更の認定を申請します。この申請書に記載の事項は、事実に相違ありません。

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

第 号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

年 月 日

３．認定に係る住宅の位置

４．当初認定時の工事種別

（本欄には記入しないでください。）

（注意）

１．この様式において、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅（人の居

住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限ります。）以外の住宅をいいます。

２．分譲事業者又は譲受人が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

３．共同住宅等に係る申請にあたっては、第一面を申請に係る住戸ごとに作成し、第二面につい

ては、同時に申請する申請書のうちいずれかの申請書について作成し、他の申請書については

この面の作成を省略することができます。

分譲事業者 住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

代 表 者 の 氏 名

譲 受 人 住所又は

主たる事務所の所在地

氏 名 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名
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（第二面）

１．建築後の長期優良住宅の維持保全の方法及び期間

２．住宅の建築及び維持保全に係る資金計画

① 建築に係る資金計画

② 維持保全に係る資金計画

（注意）

１．①欄には、建築に要する費用の概算額を記載してください。

２．②欄には、住宅の修繕に要する費用の年間積み立て予定額を記載してください。

３．共同住宅等に係る申請である場合でも、①、②欄とも、一棟に係る費用を記載してください。

３．法第５条第２項の規定による認定を受けようとする住宅の維持保全を行う者

① 維持保全を建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条若しくは第６

５条に規定する団体又は同法第４７条第１項に規定する法人が行う場合、当該団体又は法人の

名称

② 譲受人が建築後の住宅の維持保全を他の者と共同して行う場合、当該他の者の氏名又は名称

４．住宅の建築の実施時期

〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕 年 月 日

〔建築に関する工事の完了の予定年月日〕 年 月 日
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第六号様式（第十二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第六号様式（第十二条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

承 認 申 請 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

年 月 日

所管行政庁 殿

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１０条の規定に基づき、認定計画実施者の地位の承継に

ついて承認を申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

第 号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

年 月 日

３．認定に係る住宅の位置

４．当初認定時の工事種別

５．申請時における認定計画実施者の氏名

６．地位の承継が生じた原因

（本欄には記入しないでください。）

（注意）

１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

代 表 者 の 氏 名

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員氏名 係員氏名
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第七号様式（第十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

第七号様式（第十三条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

承 認 通 知 書

（新 築 ／ 増 築・改 築）

年 月 日

殿

所 管 行 政 庁 印

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１０条の規定に基づき申請のあった地位の承継につ

いて承認したので、通知します。

１．申請年月日

２．申請者の住所

３．長期優良住宅建築等計画の認定番号

４．認定に係る住宅の位置

５．当初認定時の工事種別
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